
inform
ation 

佐
賀
広
域
消
防
局

　
火
災
予
防
運
動
は
、
火
災
が
発
生
し
や
す
い
時
季
を
迎
え
、
火

災
を
防
止
し
、
死
者
の
発
生
、
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

■
実
施
期
間　
１１
月
９
日
㈬
～
１１
月
１５
日
㈫

■
平
成
２８
年
度
全
国
統
一
標
語

　
「
消
し
ま
し
ょ
う�

そ
の
火
そ
の
時�

そ
の
場
所
で
」

◆ 

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
は
義
務
で
す
。
ま
た
、
い
ざ
と
い

う
時
の
た
め
「
点
検
」
と
「
お
手
入
れ
」
を
忘
れ
ず
に
。

秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動
が

実
施
さ
れ
ま
す
！

▼
問
い
合
わ
せ
　
佐
賀
広
域
消
防
局�

予
防
課　
☎
３３

−

６
７
６
５

ご
存
知
で
す
か
？
付
加
年
金

inform
ation 

佐
賀
年
金
事
務
所

　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
お
よ
び
任
意
加
入
被
保
険
者
は
、
定
額
保
険
料
に
付

加
保
険
料
を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、
受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
せ
ま
す
。

■
定
額
保
険
料
：
平
成
２８
年
度
／
月
額
１
６
、２
６
０
円

◆ 

納
め
る
こ
と
が
で
き
る
人　
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
任
意
加
入
被
保
険
者
（
６５
歳
以
上
の
人
を
除
く
）

◆ 

付
加
保
険
料
の
月
額　
４
０
０
円

◆ 

申
し
込
み
先　
佐
賀
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
民
生
活
課�
保
険
年
金
係

◆ 

付
加
年
金
額　

 

付
加
年
金
額
は
、
「
２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付
月
数
」
で
す
。
例
え
ば
、
２０
歳
か
ら
６０
歳
ま
で

の
４０
年
間
、
付
加
保
険
料
を
納
め
て
い
た
場
合
の
年
金
額
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　

平
成
２８
年
度
時
点
の
場
合

　

 

7
8
0
、1
0
0
円
（
年
額
）
に
９
６
、0
0
0
円
【
２
0
0
円
×
４
8
0
月

（
４０
年
）
】（
年
額
）
が
生
涯
加
算
さ
れ
、
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

 

付
加
保
険
料
を
納
め
た
分
は
、
２
年
間
で
支
払
っ
た
金
額
を
超
え
る
計
算
と
な

り
ま
す
。

◆ 

納
め
て
い
た
だ
く
際
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
◯
付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込
み
の
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　
◯
付
加
保
険
料
の
納
期
限
は
、
翌
月
末
日
で
す
。

　
◯�

納
期
限
を
経
過
し
た
場
合
で
も
、
期
限
か
ら
２
年
間
は
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
◯�

国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ　
佐
賀
年
金
事
務
所　
☎
３１

−

４
１
９
１

市
民
生
活
課�

保
険
年
金
係　
☎
７５

−

２
１
５
９

将
来
の
国
民
年
金
受
給
額
を
増
や
せ
ま
す
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